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• 下水道の機能は、雨水の排除と汚水の処理。

• 下水道施設は、管きょ、ポンプ場及び処理場で構成。

• 汚水は、各家庭や工場に設けられた排水設備から汚水ますに流れ込み、管きょを通じて処理場へ流
入し、処理された後、河川等の公共用水域へ放流

• 雨水は、各家庭の雨といや道路側溝から管きょに流れ込み、必要に応じて貯留等の後、河川等の公
共用水域へ放流

• 汚水と雨水を別系統の管きょで集める方式（分流式）と、同一系統の管きょで集める方式（合流式）が
あり、昭和４０年代頃までに下水道整備に着手した大都市等では、後者の方式を採ってきたところ。

下水道の収集システム

下水道の仕組み

Ⅰ 下水道の概要
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コレラの流行 →

生活環境への関心の高まり →

浸水被害の発生 →

河川や海等の水質の悪化 →

潤いのある空間への関心の高まり →

省エネ・リサイクル社会の到来 →

公衆衛生

浸水対策

便所の水洗化

公共用水域の水質保全

下水道資源等の有効利用

望ましい水循環・水環境の創出

下水道から「循環のみち」へ
～「水のみち」「資源のみち」「施設再生」～

持続可能な循環型社会構築へのニーズの高まり →

都市浸水対策や地震対策の強化安全・安心へのニーズの高まり →

・ ・ ・

・ 時代とともに、下水道の役割は多様化してきた。

下水道の役割の変遷

Ⅰ 下水道の概要
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下水道の普及状況

都市規模別人口普及率

（平成１7年度末）

１００万人以上
５０～１０
０万人

３０～５０万人 １０～３０万人 ５～１０万人 ５万人未満 計

2,619 1,076 1,779 3,045 1,962 2,225 12,706

2,576 869 1,366 2,062 1,056 874 8,802

11 15 46 189 282 1,279 1,822
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都道府県構想による

最終想定普及率 88％

• 下水道事業に取り組む都市の数は全国で１，４９６あり、大都市から中小都市まで様々。

• 下水処理人口普及率は約７割となっているが、整備水準は都市規模によって格差が大きく、また下水
道の未整備人口は大都市にも中小都市にも分布。

Ⅰ 下水道の概要
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○放流水の水質管理 ： 処理場から河川・海域等の公共用水域へ放流される水の水質を管理。

○処理場の維持管理 ： 処理場からの放流水の水質を保ち、施設機能の維持等のため、処理場の維持管理を適

切に行うこと。

○発生汚泥等の処理 ： 下水道施設から生じる発生汚泥を適切に処理し、その減量につとめること。

○管路施設の維持管理 ： 調査・清掃・修繕などにより機能を維持し、下水を支障なく流下させること。

○排水設備等の検査 ： 排水設備が適切に設置・管理されているか検査。

○事業場排水に対する規制・指導 ： 基準を超える下水を排除する事業場に対して除害施設を設置させるなどし

て、その排水を規制し、適宜指導。

○接続・水洗化の徹底 ： 排水区域内の下水道に接続していない土地所有者等に対し、接続・水洗化を徹底。

○下水道の経営 ： 下水道使用料や公費負担により、適切に下水道管理に要する費用をまかなうこと。

○下水道台帳の整備 ： 施設の維持管理を適正に行うための台帳の調製・保管。

など

下水道管理者の役割

• 下水道管理者には、生活環境の改善、浸水の防除、公共用水域の水質保全等のため、下水道を適
切に維持・管理していく責務がある。

Ⅰ 下水道の概要
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ポンプ場

最初沈殿池

沈砂池

最終沈殿池
反応タンク

汚泥処理施設

放流

汚泥

汚泥

後段の処理施設の負荷を軽減す
るため、比較的沈みやすい固形
物を除去します。

反応タンク内で空気と活性
汚泥を下水に混入し、微生
物の作用で、溶解している
有機物を沈殿しやすい状態
にします。

下水と活性汚泥の混合液は、最終沈
殿池で沈殿物と上澄み液に分離され、
上澄み液は消毒した後、川や海に放
流されます。沈殿物は一部を再び反
応タンクに戻して活性汚泥として使い、
残りは汚泥処理施設に送り処理します。

最終沈殿池から引抜かれた沈殿物は、脱水・焼却
などの処理をされたうえで、主に埋立処分されます。
また、資源の有効利用の観点から、脱水汚泥を発
酵させて肥料にしたり、焼却灰をレンガ、ブロックな
どの建設資材にして再利用する箇所が増えていま
す。

ポンプ場 処理場

消毒設備

・ 処理場では、微生物を使った水処理を行い、さらに塩素などで消毒してから放流。処理が適切に行
われていることを確認するため、定期的に水質検査を実施。下水処理により発生する汚泥も、水分を減
らしたり、焼却したりして、適切に処理。

処理場等の維持管理 ①

Ⅱ 下水道施設の維持管理
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○合流式下水道における処理
・ 早くから下水道事業に取り組んだ都市では、一本の管きょ整備で汚水と雨水の対策を効率的に進め
られる合流式下水道が多く採用されている（下水道実施都市の約１割、下水道処理人口の約３割）。
・ 合流式下水道では、雨天時においては流入水量にあわせた高度な運転管理が必要となる。

○雨水ポンプ場、雨水調整池の運転
・ 雨水ポンプ場は、管路を流下してきた雨水を河川等の公共用水域に放流するための施設であり、放
流先の水位を考慮し、ポンプを調整しなければならない。
・ 雨水調整池は、下流の河川等の流下能力に見合うように、降雨を予測し、雨水の流出量を調整する。

処理場等の維持管理 ②

Ⅱ 下水道施設の維持管理

雨水

汚水

雨天時には、未処
理下水の一部がそ
のまま流出

汚水+雨水

■合流式下水道とは

ポンプ
管き
ょ

■雨水ポンプ場による放流
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管路の維持管理

テレビカメラ調査の例

• テレビカメラ、目視などにより管路の不具合を調査・点検。
• 管路の堆積物を除去（清掃）、修繕・改築。

１４ｃｍ

Ⅱ 下水道施設の維持管理

清掃の例 修繕の例

7出典 （社）日本下水道管路管理業協会



下水道ストックの増大

• これまでの下水道施設への投資額は80兆円以上、管路延長は約38万ｋｍ、処理場数は約2,000箇
所など下水道ストックが増大 （平成16年度末）。
• 下水道施設は、整備後においても適正な管理が必須。管理が不適正だと、日常生活や社会活動に
重大な影響が発生。

病院 官公庁消防署

公共交通

企業

都市機能がマヒ

被害発
生

トイレが使えない

住民

水道水源の汚染

約２，０００箇所

処理場の年度別供用箇所数（全国）
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50年経過
約６千km

30年経過

約５万km
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管路の年度別整備延長（全国）
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老朽管路が急増

〔下水道施設の損傷による道路への影響など〕
・道路陥没等による 交通障害
・長期にわたる地域経済への影響
〔下水道の使用不能〕
・トイレ等の使用制限
・下水の滞留、雨水の排除不能による社会活動の
停止、衛生環境の悪化
〔処理水質の悪化〕
・水道水源の汚染

下水道施設を適正に管理しない場合は
日常生命や社会活動に重大な影響

Ⅲ 下水道施設の維持管理の現状
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• 管路施設の老朽化等に起因した道路陥没が年々増加し、平成17年度は約6,600箇所で発生。

• 管路施設の管理を計画的に実施している地方公共団体数は、全国で約3割。

管路施設に起因した陥没事故の例

（東京都墨田区 平成１５年）
出典 東京都

計画あり
２８％

計画なし
７２%

出典 国土交通省調べ

管路点検計画の策定状況

（東京都中央区銀座 平成１１年）
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Ⅲ 下水道施設の維持管理の現状
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下水道における民間委託の状況

• 公共下水道の管理に関する最終的な責任は地方公共団体が負うことを前提としつつ、効率的な維
持管理の実現のため、民間ができることについては民間活力の活用が進められてきたところ。

• 下水道の維持管理業務は、約９割が既に民間に委託。

Ⅲ 下水道施設の維持管理の現状
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出典：H16下水道統計より国土交通省作成
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・ 従来の民間委託は仕様発注方式によっていたが、民間事業者の創意工夫を活かした効率的な維持
管理の実現を図るため、性能発注方式による包括的民間委託の活用を推進。民間事業者の技術者
の活用は、技術者が不足する下水道管理者における適切な維持管理の実現方策としても有効。

現状

レベル1
運転管理の
性能発注

レベル2
運転管理とユーティリティー
管理を併せた性能発注

縮減

縮減

縮減

同レベル

同レベル

縮減

同レベル

縮減

縮減

レベル3
補修と併せた
性能発注

公共人件費

補修費

運転管理
委託費

直接経費
（ユーティリ
ティー費）

公共人件費

補修費

運転管理
委託費

直接経費
（ユーティリ
ティー費） 運転管理

＋
ユーティリ
ティー管理

（一体発注）

公共人件費

運転管理
＋

ユーティリ
ティー管理
＋
補修

（一体発注）

公共人件費

補修費

標準契約モデルオプション オプション

・運転管理における民間の創意
　工夫による効率化
・処理場にいた公共人件費の縮減

・民間の創意工夫（調達の柔軟化、
　大口購入による単価の引き下げ、
　品質の適正化、節約等）による
　コスト縮減
・ユーティリティーの調達を行っていた
　公共人件費の縮減

・民間による補修の必要性の
　見極め、保守点検との一体
　的な実施等による効率化
・補修の発注、管理を行って
　いた公共人件費の縮減

性能発注レベルと性能発注の導入によるコスト縮減のイメージ

処理場における包括的民間委託の取り組み

• 平成13年 4月 「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」の策定

• 平成15年12月 「包括的民間委託導入マニュアル（案）」（（社）日本下水道協会）の策定

• 平成16年 3月 「下水処理場の維持管理における包括的民間委託の推進について（通知）」の発出

• 平成17年 3月 「下水処理場等の維持管理に関する技術水準の維持向上等について（通知）」の発出

包括的民間委託に係る取り組み

○ 包括的民間委託 ５８件（５０団体）

・ うちレベル１ １５件（１４団体）

・ うちレベル２ ３２件（２７団体）

・ うちレベル３ １１件（１０団体）

包括的民間委託の実績
（平成１８年７月調査）

Ⅲ 下水道施設の維持管理の現状
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管路施設における維持管理の取り組み

• 現状においては、不具合等の発生後に対応する、いわゆる事後対応型の維持管理が中心。

• 今後は、下水道ストックの増大、施設の老朽化が進む中で、予防保全型の計画的な維持管理への転
換を図っていくことが必要。

• 特に社会的影響の大きい重要路線下の管路について緊急点検及びそれを踏まえた対策の実施を
地方公共団体に対し依頼。
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管路(約22,200km)の布設状況

【軌道・緊急輸送路などに布設されている管路の点検・対策状況】

緊急点検の必要のある管路(約10,100km)の
点検・調査状況

対策が必要な管路(約616km)の対策状況

対策済

未対策

349.7km
(57%)

266.1km
(43%)

・約8,970kmの点検結果により
対策が必要と判定された約
616km（約1割）の内、約266km
（約4割）については未対策。

出典
平成19年3月末
国土交通省調べ

・約10,100kmの内、既に点検を実
施している管路は約8,970km（約9
割 詳細調査：31％ 目視調査：
17％ 巡視点検：51％）。

・緊急輸送路などに布設されて
いる管路約22,200kmの内、緊
急的に点検の必要がある管路
は約10,100km（約5割）。

5231.1km
(24%)

12,120.2km
(54%)

30年経過

30年未満
通常以上の
損傷見込

その他

4,829.1km
(22%)
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Ⅲ 下水道施設の維持管理の現状
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管きょ再構築事業の平準化
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出典 東京都

東京都の管きょ改築更新事業の平準化

• 増大する下水道ストックを適正に管理するため、新規整備、維持管理、延命化、改築更新を体系的
にとらえ、必要となる費用の最小化あるいは平準化を図るための総合的かつ計画的な事業管理（ストッ
クマネジメント）の導入を促進。

• 下水道施設のシステム全体をとらえ、機械・電気設備の割合が多い処理場・ポンプ場と、地中構造物
で劣化状況の把握が難しい管路から構成される下水道施設の特性を考慮し、ストックマネジメントの体
系化を確立。

○ 適正な機能確保のための施設
の点検・調査技術、対策技術

○ （予算の平準化を前提にした）整
備費を含め供用期間中に必要な
費用（ライフサイクルコスト）の最
小化算出方法

○ 資産台帳・改築修繕履歴の電子
化、データベース化

技術・ノウハウの体系化

※１ 施設の重要度、経過年数を考慮して策定
※２ 施設の重要度、ライフサイクルコスト等を考慮して策定
※3 各種情報を一元的に管理

見
直
し

計画の実施

管理に関する計画

点検・調査計画※１ 情報システム※3

（データベース）

新規整備計画

モニタリング

・上位計画（地域の将来計画）
・求められるサービス水準
・予算

維持補修・改築更新計画※２

ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト の イ メ ー ジ

東京都の下水道施設の整備状況

出典 東京都

ストックマネジメントの導入検討

Ⅳ 下水道施設の維持管理における今後の取り組み
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• 現在、包括的民間委託の実施状況を踏まえて、官民の責任分担や監督・評価のあり方など包括的民間委託
の実施上の課題を整理、対応策を検討する委員会を（社）日本下水道協会に設置し、 「包括的民間委託導入マ
ニュアル（案）」の改訂のための検討に着手したところ。

• 下水道サービスの持続的・安定的な提供のためには、民間のノウハウを活かす包括的民間委託の推
進により、適切かつ効率的な維持管理を推進していくことが肝要。

• 但し、下水道の管理の最終的な責任は地方公共団体が負うものであり、民間に委託する業務に関し
ても実施状況の適切な監視・評価を行っていくことが必要不可欠。

• 適正な維持管理業務実施の確保のためには、下水道管理者による適切な民間業者の選定、契約に
おける責任分担の明確化、民間事業者に対する監督・評価等が重要であり、下水道管理者におけるノ
ウハウの確立や技術力の確保が課題。

• 業者選定にあたり、学識経験者等による第三者評価により業者選定に反映するような取り組みも行われていると
ころ。

• 業務の実施・評価にあたり、業務指標（ＰＩ）※の活用も一つの方策。

※ 維持管理サービスの結果や水準を定量的に把握・評価するための指標（「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライ
ン（（社）下水道協会平成19年４月発行）」

包括的民間委託の推進

Ⅳ 下水道施設の維持管理における今後の取り組み

包括的民間委託導入マニュアルの改定

受託業者の選定・評価
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